


























6. その他の書類

6.1 施設の設置及び機能の維持に関する中長期的な方針

(1) 施設の設置に関する方針（様式 1）

主要な施策 

整備水準 

事業の 

重点化･効率化 

の方針 

中期目標

を達成す

るための

主要な 

事業 

備考 
指標等 

現在 
(R2 年度末) 

中期 

目標 

(R8 年度末) 

長期 

目標 

(R22 

年度末) 

汚水処理 
下水道処理人口 

普及率 
48.7％ 50.4％ 76.6％ 

令和 3 年度に全体

計画区域を縮小

し、早期汚水処理

の概成を図る。整

備効率を勘案し整

備を実施する。 

未供用地区

の管渠整備

事業 

浸水対策 

幹線整備率 

（整備水準 

：5 年確率） 

64.2％ 65.5％ 100.0％ 

既存水路等のスト

ックを活用し、効

率的な整備を図

る。 

― 

汚泥の 

再生利用 

有効利用された 

割合 
100％ 100％ 100％ 

汚泥を焼却後、セ

メント原燃料化を

図る。

現在は、脱

水汚泥を委

託によりセ

メント材料

耐水化 

水
害
時
に
お
け
る
機
能
確
保
率 

処
理
場

揚水機能が

確保された

施設数：4 

対策が必要な施

設、設備に対し、設

備の高所移動、設

備自体の耐水化、

防護壁の設置、開

口部の防水化等の

対策を適切に選定

し、効率的・効果的

に対策を進めるた

め、対策の必要性

及び実施方針を検

討し、耐水化計画

を策定する。 

対策浸水深 

利根川の中

高頻度想定

浸水深（検

討中）に基

づく 沈殿機能が

確保された

水処理系列

数：4 

汚泥処理機

能が確保さ

れた施設数 

：0 

ポ
ン
プ
場 

揚水機能が

確保された

施設数：2 

耐震化 

災
害
時
に
お
け
る
機
能
確
保
率

重要な幹線等 21% 21% 100% 

下水処理場及びポ

ンプ場において

は、揚水機能・沈殿

機能及び消毒機能

を有する施設に対

し R4 年度に耐震

診断に着手する。

対策が必要な施設

を把握、優先度を

検討し、耐震化対

策を検討する。

下水処理場 20％ 20％ 100% 

ポンプ場 50％ 50％ 100% 

今後、耐水化計画を

策定予定 



(2) 施設の機能の維持に関する方針（様式 2）

a) 主要な施設に係る主な措置

ⅰ）劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

主要な施設 点検・調査の頻度 

管渠施設 

一般環境下における重要施設では、1 回/20 年の頻度で調査を実施し、その他施

設では 1 回/20 年の頻度で点検を実施する。点検の結果、異常の可能性がある箇

所についてテレビカメラ等による調査を実施する。 

ただし、腐食環境下及び軌道横断施設においては 1 回/5 年の頻度で点検を実施

する。 

汚水・雨水 

ポンプ施設 

（ポンプ本体） 

1 回/5 年～15 年の頻度で調査を実施する。 

水処理施設 

（機械式エアレ

ーション装置） 

1 回/5 年～20 年の頻度で調査を実施する。 

汚泥処理施設 

（汚泥脱水機） 
1 回/10 年の頻度で調査を実施する。 

ⅱ）診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準 

主要な施設 修繕・改築の判断基準 

管渠施設 
腐食環境下、軌道横断施設及び重要施設では、緊急度がⅠ、Ⅱのものを修繕・改

築対象とする。その他施設では、緊急度がⅠのものを修繕・改築対象とする。 

汚水・雨水 

ポンプ施設 

（ポンプ本体） 

健全度 2 以下に該当する設備を修繕・改築対象とする。 

水処理施設 

（機械式エアレ

ーション装置） 

健全度 2 以下に該当する設備を修繕・改築対象とする。 

汚泥処理施設 

（汚泥脱水機） 
健全度 2 以下に該当する設備を修繕・改築対象とする。 



ⅲ）改築事業の概要（令和 3 年度～令和 8 年度） 

主要な施設 改築事業の概要 

管渠施設 管渠施設 4,640m の改築 

汚水・雨水 

ポンプ施設 

（ポンプ本体） 

該当なし 

水処理施設 

（機械式エアレ

ーション装置） 

該当なし 

汚泥処理施設 

（汚泥脱水機） 
該当なし 

b) 施設の長期的な改築の需要見通し

改築の需要見通し 

（年当りの概ねの事業規模の試算） 
試算年次 試算の前提条件 

管路：年当たり概ね 300 百万円 

処理場・ポンプ場 

：年当たり概ね 296～446 百万円 

概ね 50 年後 

【管渠施設】 

点検調査計画の優先順位に

基づき、重要施設は緊急度

Ⅰ・Ⅱを、その他の施設は緊

急度Ⅰを改築 

【処理場・ポンプ場】 

R12 年度までは 296 百万円/

年、R13 年度以降は 446 百万

円/年の予算制約で改築 



6.2 財政計画書 

（様式 3） 

単位：百万円

28,027 2,325 11,330 41,682 269 30,250 12,638 - 84,570

27,978 2,142 11,300 41,420 271 31,622 13,572 - 86,614

320 70 36 426 599 383 - 1,408

433 - 307 740 490 399 - 1,629

510 - 197 707 438 407 - 1,552

438 28 374 840 406 319 - 1,565

451 - 147 598 398 318 - 1,314

445 30 482 957 403 317 - 1,677

464 69 326 859 404 315 - 1,578

28,347 2,395 11,366 42,108 269 32,894 14,170 - 89,172

30,719 2,269 13,133 46,121 271 34,161 15,647 0 95,929
計

管渠 ポンプ場 処理場 計 うち用地費
維持管理費 その他 合計

令和2年
まで

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

令和7年

令和8年

建設費
起債元利
償還費

年度

イ．経費の部

単位：百万円

14,739 22,588 2,302 2,053 - - 41,682 15,762 27,126 0 42,888 84,570

14,618 22,467 2,286 2,049 - - 41,420 17,569 27,625 - 45,194 86,614

162 209 37 18 - - 426 638 344 - 982 1,408

315 337 74 14 - - 740 633 256 - 889 1,629

293 319 88 7 - - 707 636 209 - 845 1,552

368 430 25 17 - - 840 641 84 - 725 1,565

232 336 13 17 - - 598 638 78 - 716 1,314

431 479 30 17 - - 957 635 85 - 720 1,677

373 444 25 17 - - 859 633 86 - 719 1,578

14,901 22,797 2,339 2,071 - - 42,108 18,314 28,750 0 47,064 89,172

16,630 24,812 2,541 2,138 - - 46,121 21,385 28,423 0 49,808 95,929

接続率： 90％（R2年度）→95％（R8年度：最終年度）

講じる対策 未接続世帯に対し、お知らせ版配布や戸別訪問等による啓発活動を行い、接続率の向上に努める。

有収率： 68％（R2年度）→70％（R8年度：最終年度）※要更新

講じる対策 有収率の向上を目指し、不明水対策を検討する。

その他講じる対策 徴収対策として、未納分の徴収強化に努める。

計

令和2年
まで

受益者負担金 都市計画税国費

建設改良費

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

令和7年

令和8年

市費 その他 計

下水道使用料関連事項

ロ．財源の部

維持管理費及び起債元利償還費

合計
起債 市費 その他 計 下水道使用料

年度
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